
1

『岡山大学法学会雑誌』第69巻第４号（2020年３月） 434

再転相続について

𠮷　岡　伸　一

Ⅰ　は じ め に

　民法は，相続が開始されたとき，相続人が被相続人の財産を相続すること

を認めているが，その際，相続人に，相続財産を単純承認して相続するのか，

限定承認をするのか，あるいは相続放棄をするのか，３つの選択肢を認めて

いる。ただし，この３つの選択肢はまったく同等ではなく，限定承認あるい

は相続放棄をする場合は，相続人は「自己のために相続の開始があったこと

を知った時」から３カ月以内に家庭裁判所に対してその旨の申述をしなけれ

ばならない（同法915条）と規定されている。もし，限定承認も相続放棄もし

ないときには，単純承認したものとみなされる（同法921条２号）わけである

が，これは，いつまでも選択できるとすることは相続債権者等の利害関係人

の立場を不安定にし，その結果，取引の安全が図れないことになるため，相

続人に選択の自由を認めることとのバランスをとったものであると解されて

いる。

　ところで，再転相続とは，相続人が相続の承認・放棄もしないで熟慮期間

内に死亡した場合において，その者の相続人が当初の相続について承認・放

棄する地位を含めて，死亡した当初の相続人を相続することをいうが，民法

は，916条に「相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは，前条

第一項の期間は，その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを

知った時から起算する。」と規定しているのみであり，その他は解釈に委ねら
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れている。今般，再転相続人が相続放棄するに当たって，原審が同法915条を

適用し相続放棄の申述を認めたのに対して，最二小判令和元年８月９日（金

融・商事判例1581号７頁）が同法916条を適用すべきとした。そこで，本稿に

おいて，まず，判例を検討し，ついで再転相続につき考え方等を整理するこ

ととしたい。

Ⅱ．判例の検討

一．前掲・最二小判令和元年８月９日

１．事案の概要

　⑴　株式会社Ｍ銀行は，Ｎ株式会社に対して貸金等の支払を求めるととも

に，Ａ外４名に対し，上記貸金等に係る連帯保証債務の履行として各8000万

円の支払を求める訴訟を提起した。平成24年６月７日，Ｍ銀行の請求をいず

れも認容する判決が言い渡され，その後，同判決は確定した（以下，この判

決を「本件確定判決」という。）。

　⑵　ア　Ａは，平成24年６月30日，死亡した。Ａの相続人は，妻及び２名

の子らであったが，同年９月，当該子らによる相続放棄の申述が受理された。

　イ　上記の相続放棄により，Ａのきょうだい４名及び既に死亡していたＡ

のきょうだい２名の子ら７名（合計11名）がＡの相続人となったが，平成25

年６月，これらの相続人のうち，Ｂ（Ａの弟）外１名を除く９名による相続

放棄の申述が受理された。

　⑶　Ｂは，平成24年10月19日，自己がＡの相続人となったことを知らず，

Ａからの相続について相続放棄の申述をすることなく死亡した。Ｂの相続人

は，妻及び子であるＸ外１名であった。Ｘは，同日頃，ＸがＢの相続人とな

ったことを知った。

　⑷　Ｍ銀行は，平成27年６月，Ｙに対し，本件確定判決に係る債権を譲渡

し，Ｎ社に対し，内容証明郵便により上記の債権譲渡を通知した。

　⑸　ア　Ｙは，平成27年11月２日，本件確定判決の正本（以下「本件債務
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名義」という。）に基づき，Ｍ銀行の承継人であるＹが，Ａの承継人であるＸ

に対して本件債務名義に係る請求権につき32分の１の額の範囲で強制執行す

ることができる旨の承継執行文の付与を受けた。

　イ　Ｘは，平成27年11月11日，本件債務名義，上記承継執行文の謄本等の

送達（以下「本件送達」という。）を受けた。Ｘは，本件送達により，ＢがＡ

の相続人であり，ＸがＢからＡの相続人としての地位を承継していた事実を

知った。

　⑹　Ｘは，平成28年２月５日，Ａからの相続について相続放棄の申述をし，

同月12日，上記申述は受理された（以下，この相続放棄を「本件相続放棄」�

という。）。

　⑺　以上のような状況下，Ｘが，Ｙに対し，本件相続放棄を異議の事由と

して，執行文の付与された本件債務名義に基づくＸに対する強制執行を許さ

ないことを求めて，執行文付与に対する異議の訴えを提起した。

　甲が死亡し，その相続人である乙が甲からの相続について承認又は放棄を

しないで死亡し，丙が乙の相続人となったいわゆる再転相続に関し，民法916

条は，同法915条１項の規定する相続の承認又は放棄をすべき３箇月の期間

（以下「熟慮期間」という。）は，「その者の相続人が自己のために相続の開始

があったことを知った時」から起算する旨を規定しているところ，本件では，

Ａからの相続に係るＸの熟慮期間がいつから起算されるかが争われた。

２．原審判決の概要

　原審（大阪高判平成30年６月15日・金融・商事判例1581号13頁）は，前記

事実関係等の下において，次のとおり判断して，Ｘの請求を認容すべきもの

とした。

　民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったこと

を知った時」とは，丙が自己のために乙からの相続が開始したことを知った

時をいう。しかしながら，同条は，乙が，自己が甲の相続人であることを知

っていたが，相続の承認又は放棄をしないで死亡した場合を前提にしている
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と解すべきであり，ＢがＡの相続人となったことを知らずに死亡した本件に

同条は適用されない。Ａからの相続に係るＸの熟慮期間の起算点は，同法915

条によって定まる。Ａからの相続に係るＸの熟慮期間は，ＸがＢからＡの相

続人としての地位を承継した事実を知った時から起算され，本件相続放棄は

熟慮期間内にされたものとして有効である。

３．本判決の概要

　上告審である本判決は，次のように判示して上告を棄却した。

　すなわち，「⑴　相続の承認又は放棄の制度は，相続人に対し，被相続人の

権利義務の承継を強制するのではなく，被相続人から相続財産を承継するか

否かについて選択する機会を与えるものである。熟慮期間は，相続人が相続

について承認又は放棄のいずれかを選択するに当たり，被相続人から相続す

べき相続財産につき，積極及び消極の財産の有無，その状況等を調査し，熟

慮するための期間である。そして，相続人は，自己が被相続人の相続人とな

ったことを知らなければ，当該被相続人からの相続について承認又は放棄の

いずれかを選択することはできないのであるから，民法915条１項本文が熟慮

期間の起算点として定める「自己のために相続の開始があったことを知った

時」とは，原則として，相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自

己が相続人となった事実を知った時をいうものと解される（最高裁昭和57年

オ第82号同59年４月27日第二小法廷判決・民集38巻６号698頁参照）。

　⑵　民法916条の趣旨は，乙が甲からの相続について承認又は放棄をしない

で死亡したときには，乙から甲の相続人としての地位を承継した丙において，

甲からの相続について承認又は放棄のいずれかを選択することになるという

点に鑑みて，丙の認識に基づき，甲からの相続に係る丙の熟慮期間の起算点

を定めることによって，丙に対し，甲からの相続について承認又は放棄のい

ずれかを選択する機会を保障することにあるというべきである。

　再転相続人である丙は，自己のために乙からの相続が開始したことを知っ

たからといって，当然に乙が甲の相続人であったことを知り得るわけではな
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い。また，丙は，乙からの相続により，甲からの相続について承認又は放棄

を選択し得る乙の地位を承継してはいるものの，丙自身において，乙が甲の

相続人であったことを知らなければ，甲からの相続について承認又は放棄の

いずれかを選択することはできない。丙が，乙から甲の相続人としての地位

を承継したことを知らないにもかかわらず，丙のために乙からの相続が開始

したことを知ったことをもって，甲からの相続に係る熟慮期間が起算される

とすることは，丙に対し，甲からの相続について承認又は放棄のいずれかを

選択する機会を保障する民法916条の趣旨に反する。

　以上によれば，民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開

始があったことを知った時」とは，相続の承認又は放棄をしないで死亡した

者の相続人が，当該死亡した者からの相続により，当該死亡した者が承認又

は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を，自己が承継した事

実を知った時をいうものと解すべきである。

　なお，甲からの相続に係る丙の熟慮期間の起算点について，乙において自

己が甲の相続人であることを知っていたか否かにかかわらず民法916条が適

用されることは，同条がその適用がある場面につき，「相続人が相続の承認又

は放棄をしないで死亡したとき」とのみ規定していること及び同条の前記趣

旨から明らかである。

　⑶　前記事実関係等によれば，Ｘは，平成27年11月11日の本件送達により，

ＢからＡの相続人としての地位を自己が承継した事実を知ったというのであ

るから，Ａからの相続に係るＸの熟慮期間は，本件送達の時から起算される。

そうすると，平成28年２月５日に申述がされた本件相続放棄は，熟慮期間内

にされたものとして有効である。

　以上によれば，原審の前記判断には，民法916条の解釈適用を誤った違法が

ある。しかしながら，本件相続放棄が熟慮期間内にされたものとして有効で

あるとした原審の判断は，結論において是認することができる。論旨は採用

することができない。
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４．小　括

⑴　民法916条の趣旨

　本判決は，「民法916条の趣旨は，乙が甲からの相続について承認又は放棄

をしないで死亡したときには，乙から甲の相続人としての地位を承継した丙

において，甲からの相続について承認又は放棄のいずれかを選択することに

なるという点に鑑みて，丙の認識に基づき，甲からの相続に係る丙の熟慮期

間の起算点を定めることによって，丙に対し，甲からの相続について承認又

は放棄のいずれかを選択する機会を保障することにあるというべきである。」

と判示した。

　つまり，「再転相続人である丙は，自己のために乙からの相続が開始したこ

とを知ったからといって，当然に乙が甲の相続人であったことを知り得るわ

けではない。また，丙は，乙からの相続により，甲からの相続について承認

又は放棄を選択し得る乙の地位を承継してはいるものの，丙自身において，

乙が甲の相続人であったことを知らなければ，甲からの相続について承認又

は放棄のいずれかを選択することはできない。丙が，乙から甲の相続人とし

ての地位を承継したことを知らないにもかかわらず，丙のために乙からの相

続が開始したことを知ったことをもって，甲からの相続に係る熟慮期間が起

算されるとすることは，丙に対し，甲からの相続について承認又は放棄のい

ずれかを選択する機会を保障する民法916条の趣旨に反する。」と述べている。

　この点，学説の中には，相続人に対する相続開始を知っていれば，再転相

続人に対する熟慮期間も同時に進行するとする見解もあったところである

が，最高裁としてはその考え方は採らないことを明らかにしたと言える。

⑵　民法916条の適用範囲

　原判決は，民法916条の適用範囲を「乙が，自己が甲の相続人であることを

知っていたが，相続の承認又は放棄をしないで死亡した場合を前提にしてい

ると解すべき」と狭く捉えている。そして，ＢがＡの相続人となったことを

知らずに死亡した本件に同条は適用されず，民法915条が適用されると解した。
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　他方，本判決は，民法916条の趣旨は，上記のように解し，再転相続につい

て，丙に対し，甲からの相続について承認又は放棄のいずれかを選択する機

会を保障することにあることを大前提にしている。したがって，「乙が，自己

が甲の相続人であることを知っていたが，相続の承認又は放棄をしないで死

亡した場合」だけでなく，乙が甲の相続人であることを知らずに死亡した場

合も含むと判断しており，賛成したいと考えている。

　なお書きではあるが，本判決は，「甲からの相続に係る丙の熟慮期間の起算

点について，乙において自己が甲の相続人であることを知っていたか否かに

かかわらず民法916条が適用されることは，同条がその適用がある場面につ

き，「相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したとき」とのみ規定して

いること及び同条の前記趣旨から明らかである。」としている。

⑶　再転相続人の相続放棄の起算点

　本判決は，以上のように考えた結果，「民法916条にいう「その者の相続人

が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは，相続の承認又は

放棄をしないで死亡した者の相続人が，当該死亡した者からの相続により，

当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地

位を，自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべきである。」と判示

している。たとえば，丙が甲→乙の相続の承認または放棄をする期間を，乙

が甲からの相続の開始を知った時から３か月とすると，乙の死亡時期によっ

ては，丙の熟慮期間はわずかな期間しか残らなくなり，丙の選択に無理を強

いる結果となるため，一律に熟慮期間を３か月としたものである。

　原判決も，この点は本判決と変わらないと思える。原判決は民法916条の適

用される場合も狭く解釈しているが，乙が甲の相続人であることを知ってい

るか知らなかったかについて乙に確かめる術がないことや，乙の知不知を理

由に適用条文を変える合理的根拠が見当たらないことや，再転相続全体の趣

旨を鑑みると，本判決の方が適切であろう。

　また，従来，再転相続があった場合において，甲→乙の相続の熟慮期間と，
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乙→丙の相続の熟慮期間は同時に進行すると解する見解が多数を占めていた

が，本判決のような事案においては，丙が甲の再転相続人であることを知っ

た時には，すでに熟慮期間を経過していることになり，法定単純承認を強い

られることになる。したがって，本判決のように別々に進行すると解すべき

であろう。

　この判決に対する判例批評として，羽生香織・NBL1160号16頁がある。

二．名古屋高金沢支決平成９年９月17日（家月50巻３号30頁）

１．事案の概要

　⑴　Ｘらはいずれも父Ｃと母Ｄとの間の子であるが，Ｄには弟である被相

続人Ａがいた。

　⑵　被相続人ＡはＢと婚姻したが，両名の間には子がなかったため，昭和

31年４月にＸ１が被相続人夫婦の養子となった。

　Ａは，生存中様々な事業を手掛けたが，いずれもうまくいかず失敗を重ね，

ＣがＡの求めに応じてＡに対し金銭的な援助をすることもあった。しかし，

昭和52年11月にＣが死亡し，昭和55年10月にはＡＢ夫婦とＸ１は離縁した。

それ以後，ＤやＸらはＡＢ夫婦との交際を全く絶ってしまった。

　なお，昭和58年４月にＡはＢと離婚した。

　⑶　Ａは平成６年５月20日に死亡した。当時，Ｄは88歳と高齢であったが，

葬儀を主宰した弟Ｆの知らせにより葬儀には参列した。Ａは死亡当時妻子が

いなかったため，Ａの相続人はその兄弟達であり，Ｄもその一人であった。

そして，Ａには多額の負債があったため，ＦらＤ以外の相続人は，平成６年

中にＡに対する相続を放棄した。しかし，そのことはＤやＸらに全く知らさ

れなかった。

　⑷　平成７年９月12日にＤが死亡し，子であるＸらはその相続人となった。

　⑸　Ｘ２は，平成８年１月23日，Ｙから，「自分は，Ａ所有の不動産につい

て，所有権移転仮登記の本登記手続請求権があるが，ＤがＡを相続したので，
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この義務を履行してもらおうと思っていたところ，Ｄが死亡したので，その

相続人であるＸらにおいてこの義務を履行してほしい。」旨の申し入れを受け

た。Ｘ２は，この申し入れを受けて初めて，Ｄが法律上Ａの相続人となって

いたこと，Ａには多額の債務があって他の相続人らは相続放棄をしていたこ

と，Ｄの相続人であるＸらはＤの相続を通じてＡの債務を承継する立場にあ

ることを知った。他のＸら４名は，平成８年２月下旬に，Ｘ２からこの申し

入れの話を聞き，自分らが上記のとおりの立場にあることを知った。

　⑹　そこで，Ｘらは，Ａの相続財産（債務）を承継したくないとしてＸ代

理人弁護士Ｇに相談し，Ｇ弁護士に委任して，同年３月14日，福井家庭裁判

所武生支部にＤに対する相続放棄の申述の受理を申し立てた。この申立て

は，もっぱら，Ｄに対する相続を放棄することにより被相続人の債務の承継

を回避しようとの意図に出たものであり，申立書にもその旨が記載された。

　⑺　しかし，上記裁判所は同年６月12日，ＸらによるＤの相続財産の処分

（現金約300万円をＸらが分配）があり単純承認されたなどとして，上記⑹の

申立てについて相続放棄の申述を却下した。

　⑻　そこで，Ｘらは同年７月10日，上記裁判所に，改めてＡに対する相続

放棄の申述の受理を申し立てた。

２．決定の概要

　本決定は，次のように述べてＸらの申述を受理するよう原審に差し戻した。

　すなわち，「以上の事実に基づき検討する。民法915条１項本文は，相続放

棄の熟慮期間をもって相続人が「自己のために相続の開始があったことを知

った時から三箇月以内」と定めており，ここに自己のために相続の開始があ

ったことを知るとは，相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上

相続人となった事実を知ることをいうが，相続人がこれらの事実を知った場

合であっても，３か月内に相続放棄等をしなかったことにつき特段の事情が

ある場合には，同条項の熟慮期間は相続人が相続財産の全部若しくは一部の

存在を認識した時又はこれを認識しうべかりし時から起算すべきものと解さ
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れる。本件のＤのＡに対する相続については，上記⑵⑶の事実によって明ら

かなＤとＡとの交際状況や当時88歳というＤの年齢等の事情に徴すれば，Ｄ

は，Ａの死亡から自己の死亡までの間，自己が法律上Ａの相続人となったこ

と及びＡに相続財産（債務）が存在した事実を知らなかったものと推認する

ことができ，したがって，Ｄについては，生前，Ａに対する相続放棄の熟慮

期間は進行していなかったというべきである。

　そして，民法916条は，再転相続の場合における再転相続人の被相続人に対

する相続放棄の熟慮期間をもって再転相続人が「自己のために相続の開始が

あったことを知った時」から３か月以内と定めているところ，本件のように，

相続人（Ｄ）が法律上自己が被相続人（Ａ）の相続人となったことを知らず

に死亡し，生前Ａに対する相続放棄の熟慮期間が進行していなかった場合に

は，相続により相続人のこの地位を承継する再転相続人（Ｘら）は被相続人

（Ａ）に対する相続の放棄をすることができ，その場合の熟慮期間の起算点

は，前期915条１項の「自己のために相続の開始があったことを知った時」と

同様に解するのが相当である。本件においては，上記⑸のとおり，Ｘ２につ

いては平成８年１月23日にＹから，他のＸらについては同年２月下旬にＸ２

からそれぞれＸらがＡの相続財産を承継する立場にあることを聞かされたの

であるが，上記⑻のとおり，Ｘらにおいて福井家庭裁判所武生支部にＡに対

する相続放棄の申述の受理を申し立てたのは５か月程経過後の同年７月10日

である。

　しかしながら，上記⑹のとおり，Ｘらは同年３月14日には上記裁判所にＤ

に対する相続放棄の申述の受理を申し立てており，この申立ては，もっぱら

Ｄに対する相続を放棄することによりＡの相続財産（債務）の承継を回避し

ようとの意図に出たものであった。Ｘらとしては，Ｄに対する相続放棄の申

述が受理されれば，Ａに対する相続放棄をするまでもなく，それによってＡ

の相続財産（債務）の承継を回避できるのであるから，その申述が却下され

るまでの３か月以内に，Ｘらに対し予備的にＡに対する相続放棄の申述受理

の申立てをすべきものと要求するのは相当でない。本件においては，Ｘらと
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Ａとの交際状況や本件申立てに至るまでの状況等の事情に徴すれば，Ｄに対

する相続放棄の申述受理の申立てが却下されたことによって，Ｘらとしては

再転相続人として，自己のためにＡの相続財産につき相続の開始があったこ

とを知るに至ったものと認められる。そうすると，Ａに対する相続放棄の熟

慮期間は，上記⑺のとおり，Ｄに対する相続放棄の申述が却下された平成８

年６月12日から進行を開始したと認めるのが相当であって，Ｘらの同年７月

９日になされたＡに対する相続放棄の申述受理の申立ては，その相続放棄の

熟慮期間内になされた適法なものというべきものである。

　以上のとおりであるから，ＸらのＡに対する相続放棄の申述受理の申立て

について，相続放棄の熟慮期間が経過しているとしてこれをいずれも却下し

た原審判は相当でない。

　よって，本件抗告は理由があるから原審判をいずれも取消し，Ｘらの各申

述を受理させるため本件を福井家庭裁判所に差し戻すこととして，主文のと

おり決定する。」

３．小　括

　本決定は，理論的に話題となるものは少ないと思われるが，再転相続の事

例がそれほど見当たらない中で参考となるものである。

　事例としては，甲，乙，丙と続く相続の中で，乙が相続放棄しなかったこ

との理由に，①被相続人と相続人との交際状況，②当時88歳という相続人の

年齢等の事情に徴し，相続人が，被相続人の死亡から自己の死亡までの間，

自己が法律上被相続人の相続人となったこと及び被相続人に相続財産（債務）

が存在した事実を知らなかったものと推認することができると判断している

点，そのうえで，相続人については，生前，被相続人に対する相続放棄の熟

慮期間は進行していなかったと結論づけた点である。

　また，再転相続における第１の相続の熟慮期間と第２の相続の熟慮期間の

起算点が別々に進行することを認めている。これは，前述したように，従来

の多数説が同時に進行すると考えていたことと異なるものである。

一
〇
六

424
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　さらに，再転相続人らが相続人に対する相続放棄を申述すれば，被相続人

に対する相続についても相続放棄したことになると判断して相続放棄の申述

をしたところ，裁判所に申立てを却下されたので，改めて被相続人に対する

再転相続につき相続放棄したことにつき，その起算点を相続人に対する相続

放棄の申述が却下された時とした点である。

　本決定の判例批評として，鈴木経夫・平成10年度主要民事判例解説［判例

タイムズ1005号］156頁，小野憲昭・民商法雑誌151巻４・５号104頁，小野憲

昭・北九州市立大学法政論集46巻３・４号232頁がある。

三．仙台高秋田支決平成５年11月４日（家月47巻１号125頁）

１．事案の概要

　本件被相続人Ａは，平成２年７月28日に死亡して相続（以下「本件相続」

という。）が開始し，相続順位に従ってＸらの父であるＢらの兄弟姉妹が共同

相続したこと，その後，Ｂは，本件相続の承認も放棄もしないまま平成４年

11月９日死亡したため，その相続人である妻Ｃ及びＸら４人の子が共同相続

し，本件相続についていわゆる再転相続が開始したこと，かくして，Ｘらは，

いずれも平成５年４月２日原審裁判所に対して本件相続放棄の申述をしたと

ころ，同裁判所は，Ｘらに対し，それぞれ本件相続放棄の申述について書面

による事実照会を行った上，その各回答書にＸらが，いずれも「平成４年12

月28日に自己のために本件相続の開始があった」旨記入して回答したことに

基づき，Ｘらが，いずれも遅くとも平成４年12月28日にはそれぞれ自己のた

めに本件相続の開始があったことを知っていたものと認定し，結局，Ｘらの

本件相続の熟慮期間はその後３か月間の経過により満了したとの判断のもと

に，平成５年５月17日，Ｘらの本件相続放棄の各申述をいずれも却下する審

判をしたこと，以上の事実が認められる。

２．決定の概要

　本決定は，次のように述べてＸらの申述を受理するよう原審に差し戻した。
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　すなわち，「本件相続について，その相続人であるＢの死亡により，Ｘらに

ついて再転相続が開始した場合の本件相続の熟慮期間は，民法916条の規定

により，Ｘらが自己のために本件相続の開始があったことを知った時から起

算することとなるから，原審裁判所が，Ｘらの前記照会回答書に基づいて前

示判断をしたことは一応相当といわなければならない。

　ところで，Ｘらは，いずれも当審において，「Ｘらは，本件被相続人Ａのこ

とは殆ど知らないで育ったもので，Ａの死亡後，その相続問題についての話

題に接したこともなかった。平成５年３月24日に至って，実家の兄嫁Ｄから，

Ａの借金の件でＢが訴えを起こされていることは聞いたが，その際にも，そ

の内容について格別説明はなく，ただ，Ｂの兄弟や子供達が相続放棄をする

ことにする旨説明されたので，その手続を実家に任せた。その後も詳しい事

情を知らないでいたところ，原審裁判所から本件相続放棄についての照会書

が送付されたのであるが，そのころ，Ｄから，Ｂに対する右訴えの訴状を平

成４年12月下旬に実家が受け取っていたことなどを知らされたので，右照会

書の回答事項について正しく理解できないまま，その回答欄中にそれぞれ

「平成４年12月28日」の日付けを記入したのであるが，ＸらがＸ代理人に相

談して，はじめて本件相続について自分達が被相続人Ａの相続人となったこ

とを理解したのは，平成５年４月21日頃である。」旨主張するところ，Ｘら及

びＤから提出のあった各陳述書には，いずれも右主張に副う記載がある。

　そうすると，Ｘらは，原審裁判所の前記各照会書に対して回答する際に，

その自己のために本件相続の開始のあったことを知った日についてこれを誤

解して，真実は「平成５年４月21日頃」と記入すべきところを前記二項記載

のとおり「平成４年12月28日」と記入したものと考える余地があって，この

点の事実の如何によっては原判断と結論を異にする可能性があると認められ

るところ，Ｘらの主張事実の存否については，Ｘらに対する家庭裁判所調査

官の事実調査等により，更に審理を尽くす必要があると認める。」
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３．小　括

　本決定も，理論的に話題となるものは少ないと思われるが，再転相続の事

例である。

　本決定の事案は再転相続につきその開始のあったことを知った日を書き間

違い，その訂正が認められた事例である。

四．最三小判昭和63年６月21日（家月41巻９号101頁，金融法務事情1206号30頁）

１．事案の概要

　⑴　本件不動産はもとＡの所有であったが，Ａは昭和57年10月26日に死亡

し，その相続人はその子Ｂと代襲相続人である孫のＸら５名であったとこ

ろ，ＢはＡの相続につき承認又は放棄をしないでその熟慮期間内である昭和

57年11月16日死亡し，その法定相続人である妻Ｃ，長女Ｄ及び長男Ｅの３名

（以下「Ｃら３名」という。）はＡの相続につき昭和58年１月25日神戸家庭裁

判所尼崎支部に相続放棄の申述をして受理された，なお，Ｃら３名はその後

Ｂの相続についても同裁判所に相続放棄の申述をして受理されている。

　⑵　しかるところ，Ｙらは，Ｂに対し商品代金等の債権を有していたもの

であるところ，ＢがＡから本件不動産を法定相続分の２分の１につき相続し

たものと主張して（なお，記録によれば，Ｙらは，ＢがＡから相続により２

分の１につき相続をしたとの所有権移転登記を代位により経由している。），

神戸地方裁判所尼崎支部に対しＢを債務者として本件不動産の同人の持分２

分の１につき不動産仮差押を申請し，同裁判所は，昭和57年11月８日，右申

請を認容する旨の決定をし，右決定の正本に基づき本件不動産のＢの持分２

分の１につき仮差押登記を嘱託した。

　⑶　以上のような状況下，Ｘらは，ＢがＸらと共に本件不動産を共同相続

したとする代位による所有権移転登記は実体に合わない無効のものであり，

本件不動産につきＢの持分２分の１を前提にしてなして仮差押登記もまた無

効であるとして，仮差押登記の抹消登記を求めて提訴した。

　第１，２審ともＹが敗訴した。
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２．Ｙの主張

　Ｙの主張は次の通りである。すなわち，甲が死亡して，その相続人である

乙が甲の相続につき承認又は放棄をしないで死亡し，丙が乙の法定相続人と

なったいわゆる再転相続の場合には，再転相続人たる丙は，乙の相続につき

承認をするときに限り，甲の相続につき放棄をすることができるものと解す

べきであって，Ｃら３名はＡの相続を放棄し，かつ，Ｂの相続を放棄したの

であるから，Ｃら３名がＡの相続についてした放棄は無効に帰し，Ｂは本件

不動産を法定相続分の２分の１につき相続したことになり，Ｘらが本件不動

産のＢの持分２分の１につきした仮差押の執行は適法である，というのである。

３．判旨の概要

　本判決は，次のように述べて，Ｘの請求を認容した。

　すなわち，「民法916条の規定は，甲の相続につきその法定相続人である乙

が承認又は放棄をしないで死亡した場合には，乙の法定相続人である丙のた

めに，甲の相続についての熟慮期間を乙の相続についての熟慮期間と同一に

まで延長し，甲の相続につき必要な熟慮期間を付与する趣旨にとどまるので

はなく，右のような丙の再転相続人たる地位そのものに基づき，甲の相続と

乙の相続のそれぞれにつき承認又は放棄の選択に関して，各別に熟慮し，か

つ，承認又は放棄をする機会を保障する趣旨をも有するものと解すべきであ

る。そうであってみれば，丙が乙の相続を放棄して，もはや乙の権利義務を

なんら承継しなくなった場合には，丙は，右の放棄によって乙が有していた

甲の相続についての承認又は放棄の選択権を失うことになるのであるから，

もはや甲の相続につき承認又は放棄をすることはできないといわざるをえな

いが，丙が乙の相続につき放棄をしていないときは，甲の相続につき放棄を

することができ，かつ，甲の相続につき放棄をしても，それによっては乙の

相続につき承認又は放棄をするのになんら障害にならず，また，その後に丙

が乙の相続につき放棄をしても，丙が先に再転相続人たる地位に基づいて甲

の相続につきした放棄の効力がさかのぼって無効になることはないものと解
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するのが相当である。そうすると，本件において，Ｃら３名がＡの相続につ

いてした放棄は，Ｃら３名がその後Ｂの相続について放棄をしても，その効

力になんら消長をきたさないものというべきである。これと同旨の原審の判

断は，正当として是認することができ，原判決に所論の違法はなく，論旨は

採用することができない。

　その余の上告理由について

　所論の点に関する原審の認定判断は，原判決挙示の証拠関係に照らし，正

当として是認することができ，その過程に所論の違法はない。論旨は，ひっ

きよう，原審の専権に属する証拠の取捨判断，事実の認定を非難するものに

すぎず，採用することができない。

　原審の確定した前記事実関係及び右説示に照らすならば，Ｙらが当審にお

いて択一的に追加した請求である本件不動産のＢの持分２分の１に対する不

動産仮差押の執行の排除を求める請求は理由があり，認容されるべきである

（右追加に係る請求の内容，本件訴訟の経緯等に照らすならば，右の択一的な

請求の追加は許されるものというべきである。）。なお，これによって，本件

不動産のＢの持分２分の１につき仮差押登記の抹消登記手続を命じた第一，

二審の判決は，失効した。」

４．小　括

⑴　再転相続人の選択肢

　本判決は，上記３の下線部分で判示するように考えている。たとえば，甲

を相続人とする相続について，相続人乙が承認又は放棄をしないで死亡した

場合（乙の相続人は丙），丙は【乙→丙】の相続だけでなく，【甲→乙】の相

続についても承認又は放棄をすることになる。この場合，①丙が【甲→乙】

の相続，【乙→丙】の相続の双方を承認すること，および②丙が【甲→乙】の

相続を放棄しても，【乙→丙】の相続を承認することはできる。しかし，丙が

【甲→乙】の相続を承認する前提には，【乙→丙】の相続の承認が必要なので，

③【乙→丙】の相続を放棄した場合には，【甲→乙】の相続については選択の
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余地はなく放棄したことになる。

　ただし，本判決が述べるように，「丙が乙の相続につき放棄をしていないと

きは，甲の相続につき放棄をすることができ，かつ，甲の相続につき放棄を

しても，それによっては乙の相続につき承認または放棄をするのになんら障

害にならず，また，その後に丙が乙の相続につき放棄をしても，丙が先に再

転相続人たる地位に基づいて甲の相続につきした放棄の効力がさかのぼって

無効になることはない」。この点は，乙の選択権を行使する前提として乙の相

続について承認することが必要であるとまではいっていないと解される。

　この点，「第二の相続を承認して第一の相続を承認または放棄することはで

きるが，第二の相続を放棄しながら第一の相続を承認または放棄することは

できない」と解する説（泉久雄ほか著『民法講義８』218頁［上野雅和］）も

あるが，本判決はこれを否定した。

　なお，丙が【乙→丙】の相続を放棄した場合には，甲の相続については，

丙の次順位の相続人が承認または放棄する権利を持つことになる。もし，次

順位の相続人も放棄するなどして相続人がいなくなるときには，相続財産管

理人を選任してもらうことになろう。

【甲→乙】の相続 【乙→丙】の相続
① 承認 承認 可能
② 放棄 承認 可能
③ 承認 放棄 不可
④ 放棄 放棄 可能

（注）③のケースにおいて，丙が乙の相続につき放棄をしていないときは，甲の相続につき
放棄をすることができ，かつ，甲の相続につき放棄をしても，それによっては乙の相続に
つき承認または放棄をするのになんら障害にならない。

⑵　固有説について

　再転相続について，承認・放棄は一身専属権であるから承継せず，再転相

続人固有の権利であるとの見解（山本正憲「再転相続について」山本正憲ほ

か『現代法学の諸相：岡山商科大学法経学部創設記念論集』93頁（法律文化
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社，1992年））があるが，本判決が「丙が乙の相続を放棄して，もはや乙の権

利義務をなんら承継しなくなった場合には，丙は，右の放棄によって乙が有

していた甲の相続についての承認又は放棄の選択権を失うことになるのであ

る」と述べていることから，最高裁は固有説をとっていないことがわかる。

⑶相続人の債権者の地位

　本判決のように解すると，相続人の債権者は甲の財産に何らの権利行使も

できないことになる。この点につき，相続人の債権者に同情する見解がみら

れるが，本来，債権回収は債務者そのものからの回収を見込むべきものであ

って，債務者が将来相続するかもしれない財産を目当てに与信すべきもので

はない。相続財産につき相続人が承認するか，放棄するかについても，相続

人の一身に属するものであり，詐害行為取消権の対象とならないものであり

（最判昭和45年９月20日民集28巻６号1202頁），また，債権者が代位権を行使

できるものではない。遺留分の侵害額請求についても債権者代位権を行使す

ることはできない（最判平成13年11月22日民集55巻６号1033頁）。したがっ

て，相続人が相続放棄してしまえば，相続人の債権者は，相続財産に対して

何も権利行使することはできないとあきらめるべきである。

⑷　相続放棄は相続財産の「処分」に当たるか

　本判決の結果に関して，丙が甲から乙への相続を放棄することが相続財産

の処分ではないかという見解（伊藤昌司「家族－相続法」判例タイムズ698号

57頁）がある。しかし，丙が甲から乙への相続を放棄したら「処分」として

の法定単純承認事由となり，乙から丙への放棄ができないというのでは，丙

は乙の相続を強制されることになる。この結果は，丙が相続に関して承認す

るか，放棄するかの自由を奪うものであり，妥当ではない（雨宮則夫＝石田

敏明編「相続の承認・放棄の実務」98頁参照）。

　この判例に関する判例批評として，本山敦・民法判例百選Ⅲ154頁，千藤洋
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三・別冊ジュリスト193号160頁，佐藤啓子・民商法雑誌104巻６号78頁，武田

章弘・判例タイムズ706号166頁，阿部隆彦・金融法務事情1214号48頁，山口

純夫・法学セミナー415号123頁，下方元子・判例タイムズ688号198頁，伊藤

昌司・判例タイムズ698号55頁，小野憲昭・北九州市立大学法政論集46巻

３・４号232頁などがある。

五．最判昭和59年４月27日（民集38巻６号698頁）

　再転相続ではなく，一般の相続について，民法915条が相続人の熟慮期間に

つき３か月間猶予を与えているが，この熟慮期間の起算点がいつか，という

点に関し，最判昭和59年４月27日（以下，「最判昭和59年」という。）がある。

この判例は再転相続の再転相続人の熟慮期間の起算点についても，同様の考

慮が必要と考えられるので，その概要を見ることとしたい。

１．判旨の概要

　最判昭和59年は次のように判示している。すなわち，「民法915条１項本文

が相続人に対し単純承認若しくは限定承認又は放棄をするについて３カ月の

期間（以下，「熟慮期間」という。）を許与しているのは，相続人が相続開始

の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った場

合には，通常，右各事実を知った時から３カ月以内に，調査すること等によ

って，相続すべき積極及び消極の財産（以下，「相続財産」という。）の有無，

その状況等を認識し又は認識することができ，したがって単純承認若しくは

限定承認又は放棄のいずれかを選択すべき前提条件が具備されるとの考えに

基づいているのであるから，熟慮期間は，原則として，相続人が前記の各事

実を知った時から起算すべきものであるが，相続人が右各事実を知った場合

であっても，右各事実を知った時から３カ月以内に限定承認又は相続放棄を

しなかったのが，被相続人に相続財産が全くないと信じたためであり，かつ，

被相続人の生活歴，被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況か

らみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難
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な事情があって，相続人において右のように信じるについて相当な理由があ

ると認められるときには，相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を

起算すべきであるとすることは相当ではないものというべきであり，熟慮期

間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認

識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。」

　つまり，熟慮期間は，原則として，相続人が

①　相続開始の原因たる事実，及び

②　これにより自己が法律上相続人となった事実

を知った時から起算すべきものである。しかし，相続人が右各事実を知った

場合であっても，これらの事実を知った時から３カ月以内に限定承認又は相

続放棄をしなかったのが，

ａ．被相続人に相続財産が全くないと信じたためであり，かつ，

ｂ．被相続人の生活歴，被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状

況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく

困難な事情があって，相続人においてそのように信じるについて相当な理由

があると認められるときには，例外的に，熟慮期間は相続人が相続財産の全

部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべ

きものと解するのが相当である，とした。

　この点につき，その後の判例・学説もおおむね最高裁の立場を支持してい

るものと思われる。

２．最判昭和59年の判断基準の例外的パターン

　最判昭和59年の判断原則的な基準とは異なる理由で相続放棄の申述を認め

たものについては，次の３つのパターンがあり，このことは再転相続につい

ても同様に考慮されるべきものと考える。

　⑴　相続人が相続財産につき処分をしても，民法921条１号にいう「相続財

産の処分」に当たらないものとして，相続放棄の申述を認めたパターン

　⑵　相続開始時に相続財産について認識していたが，自分自身には「相続
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するべき財産はない」と考えていたと認めて，相続放棄の申述を認めたパ�

ターン

　⑶　３カ月の熟慮期間を経過したことにつき，特別な事情があると認めて，

相続放棄の申述を認めたパターン

Ⅲ．実務上の留意点

　再転相続の事例に遭遇した場合，再転相続した相続人としてはどのように

対応すべきであろうか。また，金融機関としてはどのように対応すべきであ

ろうか。

　まず，再転相続した相続人としては，Ⅱで取り上げた判例を前提に考える

と，債権者からそのような通知を受け取ったら，その通知書を受領した日を

起算点として３ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば認められる

ことになる。

　つぎに，債権者としては，相続人に対してはできるだけ早めに通知書を送

るべきと考える。最判令和元年の事案の場合，Ａは，平成24年６月30日に死

亡後，Ａの第１順位の相続人は，同年９月に相続放棄の申述をしている。そ

の後，上記の相続放棄により，第３順位の相続人であるＡのきょうだいら合

計11名がＡの相続人となったが，平成25年６月，これらの相続人のうち，Ｂ

（Ａの弟）外１名を除く９名による相続放棄の申述が受理された。第１順位の

相続人の相続放棄申述後，債権者からすみやかに通知書を第３順位の相続人

に送付していれば，第３順位の相続人としてはもっと早くに申述していなけ

ればならないと考えられる。また，Ｂは，平成24年10月19日，自己がＡの相

続人となったことを知らず，Ａからの相続について相続放棄の申述をするこ

となく死亡したことから考えると，Ｂには債権者からの通知が届いていなか

ったと判断される。もし，Ｂの生前に通知書が届いていれば，Ｂの相続人で

あるＸらも，ＢがＡの相続人となったことを知り得たはずである。もちろん，

Ｘらが通知を受ければ，相続放棄をする可能性は出てくるが，相続放棄の時
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期が早まるだけであり，本件のように，Ａの死亡後３年以上経過してからで

あっても，Ｘが知ってから熟慮期間が計算されることから考えれば，早めに

結論を出すべきと考える。したがって，債権者としては，相続放棄などを調

べた上で，相続人に対してできるだけ早めに通知書を送るべきであろう。そ

して，第３順位の相続人まで相続放棄がされて，相続人がいなくなるという

ことになれば，相続財産管理人の選任申立てを検討，考慮すべきことになろう。

　再転相続の事案の場合には，当初の相続人が被相続人の死亡の事実を知ろ

うが知るまいが，相続放棄しないまま死亡したのであれば，再転相続人に対

して債権者からの通知が届いた後，再転相続人は３ヶ月間は相続放棄するか

しないか熟慮することができる。したがって，債権者としては，できるだけ

早めに通知書を送付し，３ヶ月経過するまでに再転相続人が相続放棄しなけ

れば強制執行等の債権回収にかかっていけることになろうが，それまでは再

転相続人の動向を注視するしかないであろう。

　なお，最判昭和59年は，熟慮期間の起算点についての判断基準を示したも

のであるが，家庭裁判所が相続放棄の申述につき，これを受理したからとい

って，当該相続人の相続放棄が最終的に相続債権者その他利害関係人に対し

て認められるというわけではない。相続債権者等が当該相続放棄が認められ

ないとして，当該相続人がみなし相続に該当することを行ったと証明すれば，

相続放棄は認められないことになるのである。相続放棄の申述を受理するに

つき，家庭裁判所に実質審査の権限があるとしても完全には調べきれないこ

とが前提にあると考えるべきであろう。ただ，３カ月を超過して相続放棄の

申述をする際には，当該相続人が相続開始を知り，自分が相続人となること

を知ってから３カ月以内に申述しなかったことについて，十分な説明をしな

いと申述の受理さえしてもらえないということになる。

Ⅳ．相続財産管理人の申立てについて

　再転相続に関する上記の判例からすると，相続についても再転相続につい
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ても熟慮期間は，当該相続人が，被相続人の死亡の事実を知った時，かつ，

自分が相続人であることを知った時から起算してそれぞれ３か月を経過する

ことが必要となる。そうすると，たとえば甲が死亡して甲の相続財産につき

買い取りを考えている人がいるとした場合に，その買取希望者は，甲の相続

人に交渉しなければならないところ，甲の相続人乙がその後に死亡していれ

ば，乙に「みなし単純承認」となる事実がない限り，乙の相続人に対して甲

の相続を承認するか，放棄するかを尋ねなければならない。また，乙の相続

人の中に乙の死亡後に亡くなった人があれば，当該再転相続人に相続を承認

するか，放棄するかを尋ねなければならない。さらに，当該再転相続人の後

に死亡した相続人がいれば再々転相続人に相続を承認するか，放棄するかを

尋ねなければならない。相続人は第３順位まであるので，甲の死亡が相当前

であり，かつ，甲の相続人，乙の相続人の中にその後に死亡した者がいる場

合において，甲の相続債務が大きいという理由で，相続人の相続放棄が続け

ば，相当の長期間を要しても相続を承認する相続人が現れないこととなる。

結局，甲の相続財産の買取希望者は，買い取ろうと思うと，相続財産管理人

を選任するしかないが，相続財産管理人を選任する申立ては，「相続人のある

ことが明らかでないとき」（民法951条）であることを裁判所に示す必要があ

るところ，上記のような状況の場合には，相当の手間と時間を要することに

なるため，買い取りを断念することが少なくないと思われる。

　現在，所有者不明土地などをなくそうという動きがある中で，上記のよう

に，相続財産管理人の申立人に負担をかけてよいものかどうかを考えると，

これは避けるべきではないかと考える。相続財産管理人の申立てに関して申

立人には，甲の相続に関しては甲の第３順位の相続人までの調査でよいとし

て，その後の調査は裁判所が選任した相続財産管理人が行うという形にしな

いと，所有者不明土地などの解消が進まないのではないかと懸念するもので

ある。
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